
三重県青少年健全育成条例（抜粋） 

昭和４６年１２月２４日 

三重県条例第６２号 

 

施行 昭和４７年３月１日（附則） 

改正 昭和４７年 ３月３１日 三重県条例第 ４号 

                                      改正 昭和４９年 ８月 ２日 三重県条例第３９号 

改正 昭和５１年 ３月２９日 三重県条例第 ９号 

改正 昭和５２年 ３月２８日 三重県条例第１０号 

改正 昭和５７年 ７月 ２日 三重県条例第２５号 

改正 昭和５９年 ３月２９日 三重県条例第 ７号 

改正 昭和６１年 ３月３１日 三重県条例第 ７号 

改正 平成 ３年１２月２５日 三重県条例第３２号 

改正 平成 ７年 ３月１５日 三重県条例第 ６号 

改正 平成 ７年 ３月１５日 三重県条例第１７号 

改正 平成 ８年 ６月２８日 三重県条例第３１号 

改正 平成１０年 １月２３日 三重県条例第 １号 

改正 平成１０年 ３月２７日 三重県条例第１７号 

改正 平成１１年１２月２４日 三重県条例第５５号 

改正 平成１２年 ３月２４日 三重県条例第２４号 

改正 平成１２年 ３月２４日 三重県条例第６０号 

改正 平成１２年 ７月１３日 三重県条例第６５号 

改正 平成１３年１２月２５日 三重県条例第７５号 

                                      改正 平成１５年 ７月 １日 三重県条例第３４号 

                                                  改正 平成１７年１０月２１日 三重県条例第６７号 

                                      改正 平成１８年 ３月２８日 三重県条例第２７号 

 

 

第２章 健全育成に関する県の施策 

 

（表彰） 

第１０条 知事は、次に掲げるものを表彰することができる。 

  １  青少年又は青少年の団体で、その活動が他の模範であると認められるもの 

  ２  青少年の健全な育成のために積極的に活動する個人又は団体で、その活動が特に顕著であると認め

られるもの 


